
農林水産分野の第二種使用等拡散防止措置確認申請手続

申請者

農林水産省

（農産安全管理課が受理）

「カルタヘナ法第13条第１項の規定に基づく拡散防止措置の確認に当

たって意見を聴く学識経験者の名簿」に記載された学識経験者から意

見を聴取（拡散防止措置確認会議又は薬事・食品衛生審議会薬事分

科会再生医療等製品・生物由来技術部会動物用組換えＤＮＡ技術応

用医薬品調査会）

確認の可否の決定（農林水産大臣）

確認の通知、

確認案件の公表（ＨＰ）

申請書の提出

学識経験者の意見の報告


